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はじめに

平成２４年８月に「社会保障の安定財源の確保等

を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法

の一部を改正する等の法律」（平成２４年法律第６８

号。以下「消費税法改正法」という）と「社会保

障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革

を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を

改正する法律」（平成２４年法律第６９号）という二

つの法律が公布されました。これにより，消費税

と地方消費税とを合わせた税率（以下「消費税

率」という）については，平成２６年４月１日から

８％，平成２７年１０月１日から１０％と２段階で引き

上げられることとされています（経済財政状況の

激変にも柔軟に対応する観点から，消費税率引上

げの前に，経済状況等を総合的に勘案した上で，

消費税率の引上げの停止を含め所要の措置を講ず

ることとされています）。

今般，平成２５年１０月１日の閣議決定により，消

費税率については５％から８％へ引き上げられる

こととされました。

これによって，平成２６年４月１日（以下「施行

日」という）以後に国内において事業者が行う課

税資産の譲渡等には，改正後の消費税率である８

％が課されることとされたところです。

ただし，工事の請負等に係る契約については，

消費税法改正法附則第５条第３項に経過措置の規

定が置かれています。そのため，平成８年１０月１

日から平成２５年１０月１日（以下「指定日」とい

う）の前日までの間に締結した工事請負契約等に

基づき施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲

渡等を行う場合は，当該課税資産の譲渡等につい

て，改正前の消費税率である５％が適用されるこ

ととされたところです。

本稿では，国土交通省地方整備局（港湾空港関

係を除く）及び北海道開発局の所掌する工事等に

おける消費税率の取扱いについて紹介します（以

下の記述は，受注者が課税事業者である場合を想

定しています）。

工事等の取扱いに関する
基本的方針

施行日以後に契約を締結する工事等（建設コン

サルタント業務等を含む）の取扱いに関する基本

的方針は，次のとおりです。

� 予定価格の決定

予定価格は消費税を考慮して適正に定めるもの

としています。これは，消費税が，税の転嫁を通

じて最終的に消費者である発注者が負担すべきも

のであることを鑑み，予定価格は消費税分を含ん

だ価格としています。

� 入札，落札者の決定等の方法

消費税の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため，

国土交通省直轄工事等における消費税
及び地方消費税の取扱いについて
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入札，落札者の決定等に当たっては，次のとおり

取り扱うこととしています。

入札書に記載された金額は，消費税分を考慮し

ていないものとして取り扱っています。そのた

め，入札書には，事業者が見積もった契約希望金

額の１０８分の１００に相当する金額を記載させるもの

としています。また，その旨を入札参加者に周知

するために，入札公告，入札説明書または指名通

知書に次の文言を明記しています。

「落札決定に当たっては，入札書に記載された

金額に当該金額の１００分の８に相当する額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は，その端数金額を切り捨てた金額）をもって落

札価格とするので，入札者は，消費税及び地方消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず，見積もった契約希望金額の１０８分の

１００に相当する金額を入札書に記載すること。」

実際に契約する金額は，消費税分を考慮して，

入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８

に相当する額を加算します。この際，当該金額に

１円未満の端数があるときは，その端数金額は切

り捨てになります。また，会計法令上は，入札書

に記載された金額に，当該金額の１００分の８に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の

端数があるときは，その端数金額を切り捨てた金

額）が相手方の申込みに係る価格になります。

実務上の取扱いとしては，予算決算及び会計令

（昭和２２年勅令第１６５号）第７９条に規定する「予定

価格を記載し，又は記録した書面」において，予

定価格を記載する行の下に，予定価格から消費税

分を除いたものに相当する価格を「入札書比較価

格○○円」として記載し，入札書に記載された金

額と比較することとしています。

なお，随意契約による場合には，上記の方法に

準じて行うこととしています。

� 工事請負契約書等における請負代金額等の記

載方法

契約書においては，その取引に課される消費税

の額を明らかにするため，請負代金額等（請負代

金額及び業務委託料のことをいう）と合わせて，

当該取引に係る消費税の額（請負代金額等に１０８

分の８を乗じて得た額）を記載するものとしま

す。

なお，消費税の額の算出に当たって１円未満の

端数が生じたときは，その端数金額は切り捨てに

なります。

例１ （図―１�を参照）

平成２６年７月１日に契約を締結し，平成２６

年１２月１日に引渡しを予定している工事で，

当初契約の税抜額が１億円のものを考えま

す。この工事の契約締結は施行日以後になる

ので，当初契約額が税込で１億８００万円にな

ります。

経過的な工事等に関する
取扱い方針

� 平成２５年度国庫債務負担行為に基づく契約に

係る工事等，または繰越明許費に係る翌年度にわ

たる債務の負担に基づく契約に係る工事等のう

ち，指定日以後に契約を締結するものの取扱い

は，次のとおりにしています。

� 予定価格の決定

２．の�と同様の扱いにしています。

� 入札，落札者の決定等の方法及び工事請負契

約書等の請負代金額等の記載方法

２．の�及び�と同様の扱いにしています。

� 前金払，部分払及び出来高部分払の取扱い

平成２５年度における前金払，部分払及び出来高

部分払については，消費税率引上げによる増加分

の額を含まずに，改正前の消費税率である５％で

支払いを行うこととします。この差額について

は，平成２６年度以降に支払うこととしています。

� 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の

変更の取扱い

賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変

更（いわゆるスライド条項）の規定については，

適用に当たって，消費税率の引上げによる物価の

変動分を除いて考えるものとします。
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例２ （図―１�を参照）

平成２５年１１月１日に国庫債務負担行為に基

づく契約を締結し，平成２６年８月１日に引渡

しを予定している工事で，当初契約の税抜額

が１億円のものを考えます。この工事の契約

について，前払金の請求があり，平成２５年度

中に請負代価の１０分の４の額を支払おうとし

た場合には，税抜４０００万円に５％の税率を掛

けた４２００万円で支払うことになります。この

場合，差額の３％分である１２０万円について

は，平成２６年度以降のいずれかのタイミング

で支払うことになるので，全体総額の１億８００

万円に変更は生じません。

� 指定日の前日までに契約を締結して，施行日

以後に引渡しを予定している工事等において，指

定日以後に行われる設計変更に伴い請負代金額等

を増額する場合は，当該増額分について改正後の

消費税率で支払を行います。

例３ （図―１�を参照）

平成２５年７月１日に契約を締結し，平成２６

年８月１日に引渡しを予定している工事で，

当初契約の税抜額が１億円のものを考えま

す。この工事の契約については経過措置が適

用されるため，改正前の消費税率である５％

が課されることになるので，当初契約額は１

億５００万円になります。

この工事の契約について，指定日以後の変

更契約により当初契約の請負金額が増額した

場合には，増額分にのみ改正後の消費税率で

ある８％が課せられることになります。すな

わち，当初契約分と増額分の額には，それぞ

れ５％，８％と異なる消費税率が課せられる

ことになります。仮に，増額契約分の税抜額

が２０００万円とすれば，税込２１６０万円となり，

当初契約分と加算した全体額については１億

２６６０万円となります。

� 指定日以後かつ施行日の前日までの間に契約

を締結して，施行日の前日までに引渡しを予定し

ていた工事等において，引渡しが施行日以後に遅

延してしまった場合の取扱いは下記のとおりにな

ります。

� 消費税の税率の改正による消費税の増加額分

の負担

当該工事については，経過措置の対象から外れ

てしまうため，適用される消費税率が５％ではな

く８％になります。引渡しの遅延の理由が，例え

ば天災のように，受注者の責に帰すことができな

い事由だった場合は，適用される税率が変わった

ことによる消費税の増加額分について，請負代金

額等を変更するものとしています。

� 請負代金額等の変更額

受注者と協議するための請負代金額等の変更額

の積算に当たって，消費税の税率の改正による消

費税の増加額分は，請負代金額等から取引に係る

消費税額を除いた金額に１００分の３を乗じた額に

しています。

� 賃金または物価の変動に基づく請負代金額の

変更の取扱い

賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変

更（いわゆるスライド条項）の規定については，

適用に当たって，消費税率の引上げによる物価の

変動分を除いて考えるものとします。

� 請負代金額等の変更の時期

請負代金額等の変更については，工期または履

行期間を延長するときに行うものとしています。

また，特別の事情があるものの取扱いについて

は，受注者と別途協議するものとしています。

このように，消費税の取扱いについては，複雑

で難しいところがあります。

工事の受注を希望する企業においては，発注者

に対して取扱いをよく確認していただくようお願

いします。また，発注者においては，ご不明点等

あれば税制当局にも確認し，工事の円滑な発注に

努めていただくようお願いします。
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図―１ 税率改正による消費税相当額の計算方法（８％引上げ関係）
〔国土交通省直轄工事における取扱いの例〕
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